
 
 

 

別記１ 

１ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅを順次結んだ線、Ｆ、Ｇを結んだ線及び最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域。 

 Ａ 長門市通駈坂鼻突端 

 Ｂ Ａと長門市三隅下野波瀬大瀬北端とを結んだ線と長門市通法瀬南端とＣを結

んだ線との交点 

 Ｃ 長門市通鹿ノ島南端 

 Ｄ 長門市通笹島西端 

 Ｅ 長門市通大島笹木の鼻突端 

 Ｆ 長門市穴の口灯台(大島灯台) 

 Ｇ 長門市通津小浦南端 

 

２ 次のＡ、Ｂを結んだ線、Ｃ、Ｄを結んだ線及び最大高潮時海岸線とによって囲

まれた区域。 

 Ａ 長門市三隅下野波瀬大瀬北端 

 Ｂ 長門市三隅下幸島北端 

 Ｃ 長門市三隅下幸島南端 

 Ｄ 長門市三隅下野波瀬地蔵岬突端 

 

３ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。 

 Ａ 長門市仙崎青海島山見鼻突端 

 Ｂ Ａから正北９００メートルの点 

 Ｃ Ｄから正北１,１００メートルの点 

 Ｄ 長門市仙崎青海島船越鼻突端 

 

４ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆを順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲

まれた区域。 

 Ａ 長門市仙崎青海島西端 

 Ｂ 長門市青海島竹ノ子岩北端 

 Ｃ Ｂと長門市油谷津黄鼻を結んだ線上Ｂから１,１００メートルの点 

 Ｄ 長門市日置上黄波戸長迫瀬頂上と長門市仙崎青海防波堤先端とを結んだ線

(以下「Ｄ線」と言う。)とＣと長門市東深川妙見山頂上(以下「Ｇ」と言う。)

とを結んだ線との交点 

 Ｅ ＦとＧとを結んだ線とＤ線との交点 

 Ｆ 長門市仙崎青海島ネタキ山頂上 

 

５ 次のＡ、Ｂを結んだ線、長門市仙崎王子山青海大橋橋台中央点と同市仙崎今浦

町青海大橋橋台中央点とを結んだ線及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。 

 Ａ 長門市湊漁港沖防波堤突端 

 Ｂ 長門市仙崎王子の鼻突端 

 



 
 
 

６ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ａを順次結んだ線によって囲まれた区域。 

 Ａ 長門市日置上黄波戸ワニグリ瀬頂上(以下「Ｅ」と言う。)と長門市仙崎青海

島西端を結んだ線(以下「Ａ線」と言う。)上Ｅから１,４００メートルの点 

 Ｂ Ａ線上Ｅから７００メートルの点 

 Ｃ 長門市日置上黄波戸長迫瀬頂上(以下「Ｆ」と言う。)と長門市仙崎青海防波

堤先端とを結んだ線(以下「Ｃ線」と言う。)上Ｆから１,１００メートルの点 

 Ｄ Ｃ線上Ｆから１,８００メートルの点 

 

別記２ 

１ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅを順次結んだ線、Ｆ、Ａを結んだ線及び最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域。 

Ａ 長門市通津小浦南端 

Ｂ Ａと大津郡三隅町三ッ子岩頂上とを結んだ線と長門市通法瀬南端とＣとを

結んだ線との交点 

Ｃ 長門市通鹿ノ島南端 

Ｄ 長門市通笹島西端 

Ｅ 長門市通大島笹木の鼻突端 

Ｆ 長門市通穴の口灯台(大島灯台) 

 

２ 次のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域。 

Ａ 長門市仙崎青海島山見鼻突端 

Ｂ Ａから正北９００メートルの点 

Ｃ Ｄから正北１,１００メートルの点 

Ｄ 長門市仙崎青海島船越鼻突端 

 

別記３ 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結ん

だ線及びＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域のうち長門

市三隅下野波瀬地先。 

点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央点) 

 Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

 Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端 

 Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

 Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

 Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

 Ｇ 萩市壁石(大壁)頂上 

 Ｈ 長門市壁石(小壁)頂上 

 Ｉ 萩市三見二俣瀬 

 Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

 Ｋ 萩市羽島南端 

 Ｌ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

 Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

 Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 



 
 
 

 Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

 Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

 ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

 ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

 ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

 ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

 ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから３５０度の線との交点 
 

別記４ 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結ん

だ線及びＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域のうち長門

市三隅中小島地先。 

点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央点) 

 Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

 Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端 

 Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

 Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

 Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

 Ｇ 萩市壁石(大壁)頂上 

 Ｈ 長門市壁石(小壁)頂上 

 Ｉ 萩市三見二俣瀬 

 Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

 Ｋ 萩市羽島南端 

 Ｌ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

 Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

 Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

 Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

 Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

 ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

 ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

 ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

 ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

 ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから３５０度の線との交点 

 

別記５ 

次の(１)及び(２)の区域のうち長門市仙崎地先。 

(１)次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結

んだ線及びＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央点) 

 Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

 Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端 

 Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 



 
 
 

 Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

 Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

 Ｇ 萩市壁石(大壁)頂上 

 Ｈ 長門市壁石(小壁)頂上 

 Ｉ 萩市三見二俣瀬 

 Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

 Ｋ 萩市羽島南端 

 Ｌ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

 Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

 Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

 Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

 Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

 ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

 ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

 ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

 ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

 ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから３５０度の線との交点 

 

(２)次のＡ、イ、ロ、Ｄの各点を順次結んだ線、ＦとＧとを結んだ線及びＨとＩとを

結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

 点Ａ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

  Ｂ 萩市羽島南端 

  Ｃ 長門市油谷川尻恩崎鼻 

  Ｄ 〃  日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点 

  Ｅ 萩市見島西端 

Ｆ 長門市仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

 Ｇ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

 Ｈ 〃  東深川深川川山陰本線鉄橋左岸橋台 

 Ｉ 〃  〃  深川川山陰本線鉄橋右岸橋台 

点イ Ａから３５０度の線とＢとＣとを結んだ線との交点 

 ロ ＢとＣとを結んだ線とＤとＥとを結んだ線との交点 

 

別記６ 

  次のＡ、イ、ロ、Ｃの各点を順次結んだ線及びＤとＥとを結んだ線と最大高潮時海

岸線とによって囲まれた区域 

  点Ａ 長門市油谷港俵島灯台基部 

   Ｂ 下関市豊北町大字阿川金山岬北端に設置した標柱 

   Ｃ 長門市油谷伊上山陰本線粟野隧道東入口北端基部 

   Ｄ 〃  油谷蔵小田渡場新橋左岸橋台 

   Ｅ 〃  〃    渡場新橋右岸橋台 

  点イ Ｂから３５４度２，１６０メートルの点 

   ロ Ｃから３４７度４８分２，０００メートルの点 



 
 
 

 

別記７ 

 次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲと

を結んだ線、ＳとＴとを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とに

よって囲まれた区域。 

 点Ａ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

  Ｂ 萩市大島北東端 

  Ｃ 〃 大井鵜山岬北端 

  Ｄ 〃 櫃島南東端 

  Ｅ 阿武郡阿武町宇田島西端 

  Ｆ 萩市大島ロボシ鼻西端 

  Ｇ 〃 櫃島西端(北金鼻) 

  Ｈ 〃 大字椿東虎ヶ崎北端 

  Ｉ 〃 羽島山田ヶ鼻東端 

  Ｊ 〃 壁石(大壁)頂上 

  Ｋ 長門市壁石(小壁)頂上 

  Ｌ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

  Ｍ 萩市三見めばる瀬頂上 

  Ｎ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

  Ｏ 萩市三見とおたくり鼻 

  Ｐ 〃 と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央点) 

  Ｑ 〃 大字椿橋本橋左岸西角 

  Ｒ 〃 大字御許町橋本橋右岸西角 

  Ｓ 〃 大字土原萩橋左岸北角 

  Ｔ 〃 大字椿東萩橋右岸北角 

  Ｕ 〃 大井門前大井鉄橋左岸北角 

  Ｖ 〃 〃 門前大井鉄橋右岸北角 

 点イ ＡとＢとを結んだ線とＣから３４７度の線との交点 

  ロ Ｃから３４７度の線とＤとＥとを結んだ線との交点 

  ハ ＦからＧを見通した線上Ｇから１，５００メートルの点 

  ニ ＨからＩを見通した線上Ｉから１，０００メートルの点 

  ホ ＪとＫとを結んだ線の中央点 

  ヘ ＬとＭとを結んだ線の中央点 

  ト ＮとＯとを結んだ線の中央点 

  チ ヘからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点 

 

別記８ 

下関市豊北町大字神田本場鼻北端と長門市油谷俵島西端とを結んだ線と最大高潮

時海岸線とによって囲まれた海域 

 

 

 

別記９ 



 
 
 

次の点イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチを順次結んだ線と、最大高潮時海岸線に

よって囲まれた区域。ただし、萩市羽島の最大高潮時海岸線から２００メートルの区

域を除く。 

点イ 萩市狐島南西端 

点ロ 萩市九島南西沖にある観音喰合瀬灯浮標 

点ハ 萩市羽島港西側防波堤基部 

点ニ 萩市羽島北端 

点ホ 萩市肥島西端 

点ヘ 萩市肥島北端 

点ト 萩市肥島北端と同市鯖島北端とを結んだ線と萩市相島南端と同市大瀬鼻と

を結んだ線との交点 

点チ 萩市大瀬鼻 

 

別記１０ 

  次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、イを順次結んだ線によって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点Ａ 萩市見島長尾の鼻北端 

     Ｂ 〃 見島平瀬西端 

     Ｃ 〃 見島鯨浦南端 

     Ｄ 〃 見島片尻マカタ南端 

     Ｅ 〃 見島日崎北端 

    点イ Ａから３０度２，０００メートルの点 

     ロ Ａから３３０度２，０００メートルの点 

     ハ Ａから２７０度２，０００メートルの点 

     ニ Ｂから２７０度１，０００メートルの点 

     ホ Ｃから１８０度１，５００メートルの点 

     ヘ Ｄから１８０度１，５００メートルの点 

     ト Ｅから９０度２，０００メートルの点 

 

別記１１ 

  次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結ん

だ線及びＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

  点の位置 

   基点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央

点) 

     Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

     Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端      

Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

     Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

     Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

     Ｇ 萩市壁石(大壁)頂上 

     Ｈ 長門市壁石(小壁)頂上 

     Ｉ 萩市三見二俣瀬 



 
 
 

     Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

     Ｋ 萩市羽島南端 

     Ｌ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

     Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

     Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

     Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

     Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

    点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

     ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

     ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

     ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

     ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

     ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから３５０度の線との交点 

 

別記１２ 

  次の点Ａ及びＢを結んだ線と最大高潮時海岸線とで囲まれた区域 

  点Ａ 長門市油谷津黄漁港防波堤の延長上にある石波止南東端 

  点Ｂ 長門市油谷津黄漁港突堤北端 

 

別記１３ 

 次のＡ、イ、ロ、Ｂの各点を順次結んだ線、ＥとＦとを結んだ線及びＧとＨとを

結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

 基点Ａ 島根県益田市と萩市との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｂ 萩市大字江崎と同市大字須佐との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｃ 〃 大字須佐地島頂上 

Ｄ 〃 〃   沖島頂上 

Ｅ 〃 大字江崎江津江津橋左岸北角 

Ｆ 〃 〃   〃 江津橋右岸北角 

Ｇ 〃 大字上田万椿橋左岸北角から護岸沿いに北へ１２．９メートルの点

に設置した標識 

Ｈ 〃 〃   椿橋右岸北角から護岸沿いに北へ１２．１メートルの点に設

置した標識 

点イ Ａから０度１，０００メートルの点 

ロ ＣからＤを見通した線上Ｄから７００メートルの点とイとを結んだ線と

Ｂから０度の線との交点 

 

別記１４ 

  次のＡ、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、Ｐの各点を順次結んだ線、ＱとＲとを

結んだ線、ＳとＴとを結んだ線及びＵとＶとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域 

   基点Ａ 阿武郡阿武町と萩市大井との最大高潮時海岸線における境界点 

     Ｂ 萩市大島北東端 

     Ｃ 〃 大井鵜山岬北端 



 
 
 

     Ｄ 〃 櫃島南東端 

     Ｅ 阿武郡阿武町宇田島西端 

     Ｆ 萩市大島ロボシ鼻西端 

Ｇ 〃 櫃島西端(北金鼻) 

     Ｈ 〃 大字椿東虎ケ崎北端 

     Ｉ 〃 羽島山田ケ鼻東端 

     Ｊ 〃 壁石(大壁)頂上 

     Ｋ 長門市壁石(小壁)頂上 

     Ｌ 〃  三隅中いかばの鼻東端 

     Ｍ 萩市三見めばる瀬頂上 

     Ｎ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

     Ｏ 萩市三見とおたくり鼻 

     Ｐ 〃 と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央

点) 

     Ｑ 〃 大字椿橋本橋左岸西角 

     Ｒ 〃 大字御許町橋本橋右岸西角 

     Ｓ 〃 大字土原萩橋左岸北角 

     Ｔ 〃 大字椿東萩橋右岸北角 

     Ｕ 〃 大井門前大井鉄橋左岸北角 

     Ｖ 〃 〃 門前大井鉄橋右岸北角 

    点イ ＡとＢとを結んだ線とＣから３４７度の線との交点 

     ロ Ｃから３４７度の線とＤとＥとを結んだ線との交点 

     ハ ＦからＧを見通した線上Ｇから１，５００メートルの点 

     ニ ＨからＩを見通した線上Ｉから１，０００メートルの点 

     ホ ＪとＫとを結んだ線の中央点 

     ヘ ＬとＭとを結んだ線の中央点 

     ト ＮとＯとを結んだ線の中央点 

     チ へからトを見通した線とＰを通る川岸平行線との交点 

 

別記１５ 

次のＡ、イ、ロ、ハ、Ｆ、ニ、ホ、ヘ、Ｌの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結

んだ線及びＯとＰとを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 並び

にＬ、ヘ、ト、Ｑの各点を順次結んだ線、ＭとＮとを結んだ線及びＳとＴとを結ん

だ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。 

 

  基点Ａ 萩市と長門市との最大高潮時海岸線における境界点(飯井川河口の中央

点) 

    Ｂ 長門市三隅中海苔摘岩頂上 

    Ｃ 萩市三見とおたくり鼻西端      

Ｄ 長門市三隅中いかばの鼻東端 

    Ｅ 萩市三見めばる瀬頂上 

    Ｆ 長門市笹島地先東沢尾曽瀬頂上 

    Ｇ 萩市壁石(大壁)頂上 



 
 
 

    Ｈ 長門市壁石(小壁)頂上 

    Ｉ 萩市三見二俣瀬 

    Ｊ 長門市油谷川尻恩崎鼻東端 

    Ｋ 萩市羽島南端 

    Ｌ 長門市通字山嶋３２番８に設置した標柱 

    Ｍ 〃  仙崎王子山青海大橋橋台中央点 

    Ｎ 〃  〃 今浦町青海大橋橋台中央点 

    Ｏ 〃  三隅中琴橋右岸中央点 

    Ｐ 〃  〃  琴橋左岸中央点 

    Ｑ 〃  日置中と同市油谷津黄との最大高潮時海岸線における境界点 

Ｒ 萩市見島西端 

    Ｓ 長門市東深川深川川山陰本線鉄橋左岸橋台 

    Ｔ 〃  〃  深川川山陰本線鉄橋右岸橋台 

   点イ Ａを通る川岸平行線とハからロを見通した線との交点 

    ロ ＢとＣとを結んだ線の中央点 

    ハ ＤとＥとを結んだ線の中央点 

    ニ ＧとＨとを結んだ線の中央点 

    ホ Ｉからニを見通した線とＪとＫとを結んだ線との交点 

    ヘ ＪとＫとを結んだ線とＬから３５０度の線との交点 

    ト ＫとＪとを結んだ線とＱとＲとを結んだ線との交点 

 

別記１６ 

 東経１３１度以西においては北緯３５度２５分以北、東経１３１度以東において

は北緯３５度３０分以北の山口県外海 

 

別記１７ 

 次のア、イ、ウ、エの点を順次結んだ線及び長門市青海大橋道路の中央線と最大

高潮時海岸線で囲まれた海域。ただし、共同漁業権設定区域内は除く。 

 ア 長門市通潮場ノ鼻灯台 

 イ アの点から正北の線と北緯３４度３２分の線との交点 

 ウ エの点から正北の線と北緯３４度３２分の線との交点 

 エ 長門市長門川尻岬灯台 

 

別記１８ 

次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＡを順次結んだ線によって囲まれた区域 

Ａ 萩市大井鵜山高城北端 

Ｂ Ａから３２０度４５０ｍの点 

Ｃ Ａから３０度４５０ｍの点 

Ｄ Ａから１００度１００ｍの点 

 

※方位については、特に定めのない場合は真方位とする。 

※共同漁業権番号については、平成２６年１月１０日付け山口県告示第３号の免許番号

による。 


